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税理士法人 中央青山

  
 

私たち税理士法人中央青山は、全世界144カ

国に12万人のスタッフを擁する世界最大級の

会計事務所プライスウォータハウスクーパー

ス(PwC)の日本におけるメンバーファームで

す。日本最大級のタックスアドバイザーとして、

公認会計士、税理士等約300人のスタッフから

成る専門家集団であり、そのうち約70名が金

融部に所属しています。  

PwCのグローバルネットワークの価値を最大

限に活用しつつ、日本を拠点として世界を舞

台に事業展開される企業にValue for Moneyと

してご満足をいただけるサービスを提供するこ

とが私たちの理念です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
本Tax Newsでご紹介するのは、一般的な事例を
前提としておりますので、個別案件への応用また

はより専門的な案件の取引への取組に際しまし

ては、是非私どもの金融部を皆様の良きパートナ

ーとしてご利用下さい。 
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ストックオプション行使利益は給与所得 

最高裁小法廷で2005年1月25日に確定 
 

 

 

米国法人の子会社である日本法人の代表取締役が親会社から

付与されたストックオプションを行使して得た利益（ストックオプシ

ョン行使利益）を一時所得として取り扱うか給与所得として取り扱

うかについて、地裁・高裁において異なる判決が出ていました

が、平成17年1月25日、最高裁判所第三小法廷は裁判官4名の

全員一致の意見として、「給与所得とする」とした東京高裁の判

断を是認し、上告を棄却しました。これにより、同制度に基づくス

トックオプション権の行使利益は給与所得として取り扱うことが確

定しました。 

 

 

 

 

 

1. ストックオプション等の会計基準（案） 
付与時の時価を費用計上か？ 

 

平成16年12月28日、企業会計基準委員会は企業会計基準公開草

案第3号「ストックオプション等に関する会計基準（案）」を公表しまし

た。本会計基準は、平成18年4月1日以後開始する事業年度に付

与されるストックオプションについて適用されることになっています。

  

同案の骨子は、付与日現在のオプションの時価 * を権利喪失条件

期間（いわゆるべスティング期間）にわたって均等償却する方法で

費用計上することを要求しています。 

 

 

*付与日におけるストックオプション（新株予約権）そのものの時価をいい、付
与日や権利喪失期間の末日あるいは行使時点における対象株式の時価と行

使価格の差額をいうものではありません。 



 (2)

従業員ストックオプション行使利益を給与所得とすることが上述したように最高裁の判決により確定したので

すが、法人税上の取扱いはいまだ明確でありません。ストックオプションの会計処理原則（案）が公表された

ことにより従業員ストックオプション費用に関する法人税法上の課税ルールの議論が本格的に始まると期待

されます。 

 

 

2. 行使価格1円のストックオプション 
 

通常、従業員ストックオプション制度の下では、オプションの行使価格は付与日現在におけるオプション対象

株式の時価を基準にして決定されています。ある企業が行使価格1円の従業員ストックオプション制度を企画

し、オプション行使利益（行使時点の対象株式の時価と行使価格の差額）を行使の時点で所得として認識す

る旨につき国税当局に事前確認を行ったところ、国税当局は当該従業員ストックオプション制度に基づくスト

ックオプションについて、当該課税方法でよい旨を回答し、ホームページに公開しました。 

 

 

3. 退職金となるストックオプション 
 
ある法人が役員退職慰労金制度を廃止する際に、ストックオプションを役員に付与したケースにおいて、国税

当局は当該ストックオプションの行使利益を退職所得として取り扱う旨の回答を出しました。当該ストックオプ

ション契約にはいろいろな条件が入っていますが、とりわけ下記の条件が含まれています。①行使価格が1

円であること、②役員退任から10日以内に一括して権利行使しなければならないこと、③権利喪失の条件が

あること、④割り当て数が付与対象者の役職および勤続年数によって定められていること。 

 

より詳しい情報につきましては下記担当者にご連絡ください。 
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